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令和３年 第２回 錦江町議会定例会 会議録 

                  令和３年６月１１日（金）午前１０時００分 

                  錦 江 町 議 会 議 場 

 （開 会・開 議） 

○笹原議長 ただいまから、令和３年第２回錦江町議会定例会を開会します。これから

本日の会議を開きます。ここで、欠席届につきまして、報告いたします。 

荒木産業建設課長から本会議欠席の届けがありました。報告いたします。 

 日程報告 

○笹原議長 本日の議事日程は、あらかじめ配布いたしましたので、ご了承願います。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○笹原議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員を会議規則

第 127条の規定により、３番、厚ヶ瀨君、５番、浪瀨君を指名します。 

 日程第２ 会期の決定 

○笹原議長 日程第２、会期決定の件を議題にします。お諮りします。本定例会の会期

は、本日から６月 23日までの 13日間にしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって会期は本日から６月 23日までの 13日間

に決定しました。 

 日程第３ 諸般の報告 

○笹原議長 日程第３、諸般の報告を行います。閉会中における事務の概要は、お手元

に配りました報告書のとおりであります。 

次に、令和２年度錦江町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告が提出され

ましたので、お手元に配ってあります。ご了承願います。 

次に、令和２年度錦江町一般会計事故繰越計算書の報告が提出されました

ので、お手元に配っております。ご了承願います。 

次に、監査委員から令和３年３月１２日、４月９日、５月 17日、実施の例

月出納検査の結果報告書が提出されましたので、写しをお手元に配ってあり

ます。ご了承願います。 

次に、本日までに受理した陳情はお手元に配りました、陳情文書表のとお

り、所管の常任委員会に付託しましたので報告します。これで諸般の報告を

終わります。 

 日程第４ 行政報告 
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○笹原議長 日程第４、行政報告を行います。町長から行政報告の申し出がありました。

これを許します。木場町長。 

〇木場町長 はい。 

 （木場町長、登壇） 

○木場町長 皆さんおはようございます。４月 28日に臨時議会は開催されましたけれど

も、本日が改選後の初めての定例議会となりました。改めまして、議員の皆

様のご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

３月議会以降の会議等の参加状況につきましては、別紙の報告のとおりで

ございます。４月１日、年度初め式、人事異動を伴う辞令交付式を行いまし

た。10 名の退職者と 10 名の新規採用職員、県職員との人事交流によりまし

て、内木場さん、南大隅町からの派遣職員として、福島さんが新たに錦江町

に来ていただきました。両名につきましては、医師会立病院建て替えに伴う

業務を担っていただきたいというふうに思います。４月の 13、15、両日にか

けまして町内で春季畜産共進会がありまして、また５月 14 日には、肝属地

区の畜産共進会が行われました。一部におきましては、福永四男さんの牛が

２席に入り、また、２部におきましては、西元裕樹さんの牛が、１席に選ば

れるなど、すばらしい成績を上げました。秋には県の共進会もございますが、

また、来年度は全国共進会等も開催されますので、大きな励みになるかと思

います。５月 23 日、大隅縦貫道吾平大根占田代道路計画決定の報告会が、

本町文化センター２階会議室で開催されました。当日は、大隅縦貫道整備促

進期成会の構成市町の首長さん、議長、商工会長さん方が出席されまして、

森山裕代議士から決定に至るまでの経過や大隅地域振興局建設部長から事業

概要の説明がございました。今後は、用地交渉が円滑に進むよう町内でも推

進体制を整備し、１日でも早く現場着工ができるよう進めてまいりたいと考

えております。 

コロナウイルスの関連につきましては、今年１月に感染者が確認されて以

来、しばらく確認されておりませんでしたけれども、５月 17 日、18 日にそ

れぞれ１名が感染確認され現在まで、累計９名の感染者が町内で確認されま

した。それ以降につきましては、感染に関する情報はございませんが県内に

おきましては依然として感染者が確認されている状況であります。ワクチン

接種に関しましては、５月 10日から、第１回目の接種が始まり５月 31日か

ら、２回目の接種が始まっております。６月 28 日からは、３回目の接種が

行われる予定でございますけれども 65歳以上の方々については６月 28日か

らの接種でほぼ希望者の接種が終了するのではないかと思われます。また、

60 歳から 64 歳までの方々につきましても６月 28 日からの接種予定であり
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ますし、59歳以下の方々につきましても順次、接種完了に向けて、準備を進

めてまいりたいと思います。今後、感染者が増えないようワクチン接種が計

画どおり遂行できますように努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上で、行政報告とさせていただきます。 

 （木場町長、降壇） 

○笹原議長 これで行政報告は終わりました。 

 日程第５ 議案第 26号 

○笹原議長 日程第５、議案第 26号、令和３年度錦江町一般会計補正予算（第１号）に

ついてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。 

木場町長。 

〇木場町長 はい。 

 （木場町長、登壇） 

○木場町長 議案第 26号、令和３年度錦江町一般会計補正予算（第１号）につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。 

同議案につきましては、補正総額１億 3,203万 2千円の増額で、累計は 65

億 6,081万 5千円となりました。 

歳出につきましては、新肝属郡医師会立病院基本計画策定等支援業務委託

料 1,500 万円、新型コロナウイルス対策に関わるホームページ改修委託料

1,200 万円、賃貸店舗経済支援補助金 153 万円、並びに総合運動公園南側駐

車場等整備工事費 2,960万円、同公園南側トイレ解体工事 355万 3千円など

が増額の主なものでありその他、人事異動に伴う職員人件費の費目間の調整

を行うものであります。 

歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、

3,409 万 3 千円、医療介護基本計画策定事業費負担金 1,000 万円、並びに、

総合運動公園南側駐車場等整備工事や同公園南側トイレ解体工事費に充当す

る県元気おこし事業補助金 1,480万円、及び町債 2,170 万円などの増額が主

なものであり不足する財源 1,713万 6千円を財政調整基金から繰り入れるも

のであります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 （木場町長、降壇） 

○笹原議長 これから質疑を行います。第１表歳入歳出予算補正の歳入 14款国庫支出金

から 21款町債までと、歳出１款議会費から 10款教育費まで及び第２表地方

債補正を一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

○５番浪瀨

議員 

はい、５番。 

○笹原議長 ５番、浪瀨君。 
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○５番浪瀨

議員 

それでは、３点ほど伺います。まず、12ページ企画費の自己託送供給事業

の所で、これは以前に説明をいただいた京セラとスマートエネルギーが 10

月の１日から共同研究、実証試験を行うものだろうと思っておりますが、24

万 1千円で負担金が少額だったのでこれで足りるのかという説明とですね、

それから次の 13 ページ賃貸店舗経済支援補助金、第３次となっております

ので、１次、２次の経済支援をいただいた店舗数、それから今回が何件ぐら

いあるのか、それと上限額を設けてあるのかですね。それと、15ページ老人

福祉費、これは、当初予算で 2,332万 9千円計上して通ってるんですがこれ

は、南松園も含めてということと記票をしているんですが、今回の 1,190万

円は、鹿屋市の受託事業者の変更による増額と受けとめておりますけれども、

なんせ補正が大きいもんですから、言えばこの事業者に倍額ぐらい支払いか

ねないというような金額じゃないかなと予想しておりますので、その辺の説

明をお願いいたします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 まず、企画費の自己託送の件ですけれども基本的にはこれは田代の木質バ

イオマス発電で発電した余剰分を本庁の余剰電力を使うために簡単なコンセ

ントとか、電流の受付のところに器具をつけなければならないということか

らそういうのに必要な器具だというふうに思います。あと、人件費云々かれ

これあるんですがそこら辺は、協定を結んでおりますのでこれ以外にかかる

分については、京セラさんが自前で負担をしていただくというのは、当初の

約束でしたので、町としては必要な器具の購入費相当分が 24 万円っていう

ふうに考えておるところです。あと賃貸店舗と老人福祉についてはそれぞれ

の担当課長に答弁させます。 

○宮園産業

振興課長 

はい。 

○笹原議長 産業振興課長。 

○宮園産業

振興課長 

それでは、質問にお答えいたします。件数の実績のことですけれども、令

和２年７月から第１回目が７月から 12 月まで行っております。ここにつき

ましては６件の 147万円であります。それから、１月から３月までの実績に

つきましては、６件の 76 万 5 千円。そして、今回の予算計上したものにつ

きましては、同じく６件の 153万円を計上しております。以上です。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 はい。介護福祉課長。 

○池之上介 はい。老人福祉費の訪問給食サービス事業についてご説明申し上げます。
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護福祉課長 浪瀨議員ご指摘のとおり、当初予算は、大根占地区と田代地区の両方で計上

しておりますが、今回の補正につきましては、大根占地区の配食の業者が変

わったことによるものでございます。以前ご報告申し上げましたとおり、以

前の事業者から２月にちょっと継続は難しいという申し出がございまして、

本事業は、配食のみならず安否確認とか高齢者の皆さんにとって非常に重要

な事業でございますことから、何よりもまず、継続させることを１番に次の

事業者選定等々行ってきたところでございます。 

事業者変更後の現在でございますが、配達員も以前の配達の皆さんみんな

雇用していただきまして利用している高齢者の方々も、ほぼこれまでと変わ

りなく円滑に事業が進められていると考えております。新しい事業者さんに

つきましても、配食の拠点となります事務所等を簡易なものでございますが、

設置したり、配達車両についてもまた、追加で購入したりとかいろんな準備

をしていただきました。その点に係る委託料の増額でございますが、当初、

大根占地区につきましては、1,960 万であったところですが、今回、1,190

万円増額の補正を提案させていただきました。内容につきまして、先ほどの

必要経費等々考慮したところですが、私どもとしましては、いずれも必要な

経費だろうというところで、認定したところでございます。南松園で行って

おります、田代地区の配食ですとか他市町の配食の経費、かれこれも調べて

みましたが、１食当たりの単価に換算しますと今回、大幅な増額になりまし

たが、単価ベースで見ますとうちが高いっていうわけではないというような

判断をしたところでございます。これまでの経費が、安かったというとちょ

っとおかしいんですが、非常に高くなりましたが、ほかのところでやられて

るところと比較しても妥当な金額であろうというふうに考えております。以

上です。 

〇５番浪瀬

議員 

はい、５番。 

○笹原議長 はい。５番、浪瀨君。 

○５番浪瀨

議員 

先ほどの賃貸店舗の上限額があるのかというのを聞いたのですけど、それ

からですね、やはり今課長から説明はあったんですが、設備費等に費用がか

かったということは来年から設備の分は減額される可能性は十分にあるとい

う認識でいいわけですか。それと単価も変わらないしということでですね、

何かどうにも 1,100 万で食事の内容は、当然良くなったとなればいいけれど

も変わらないということで、それでやっていけないということになれば、南

松園さんはそのままでいいのかということと、従業員ももう、車なんかもそ

のままということでしたので、増加があったりとかだったら別ですけど、そ

のままの状況でっていうんだったら高いような気がするんですけど、どうな
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んでしょうか。 

○宮園産業

振興課長 

はい。 

○笹原議長 産業振興課長。 

○宮園産業

振興課長 

私のほうから、限度額についてはですね、８万円です。それで先ほどの説

明に加えますけれども、４月から９月までの６カ月間を予算化しております

ので、よろしくお願いします。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

設備投資分につきましては、リース等借り上げで計算しているものがほと

んどでございますので、初年度の経費は若干含まれておりますが、翌年度以

降の見積もりに対しても、あまり差は出ないのではないかと考えております。

１食当たりの単価でございますが、田代地区の配食より若干低い単価という

ことになっております。単価的に現在、南松園さんが行われている配食より

も高くなっているということではこれはございません。そういうところで、

増額をお願いしています。 

○５番浪瀨

議員 

了解です。 

〇１２番落

司議員 

はい、１２番。 

○笹原議長 次に、12番、落司君。 

○１２番落

司議員 

まず、11ページの報酬のほうで、未来づくり専門員の報酬が減額になって

いるのですが、年度途中での減額ということなので既定の期間、急な申し出

等でこちらをされたのかなというふうに踏むんですが、答えられる範囲の中

でやめられた理由をお聞きしたいところと、あと 13 ページの新型コロナウ

イルス対策費の方の先ほど来出てます、賃貸店舗の経済支援補助金なんです

が、こちらのほうが今、賃貸のほうに限定されてはいるんですけれども、こ

うやってコロナウイルスが長引いてきますと自己所有店舗に対しても、もう

何らかの手だても必要なのではないかというふうに考えます。そういった中

でそういうところでの対応はできないのかというところと、あと 15 ページ

の民生費、児童福祉費の児童福祉費総務費の支援対象児童等見守り強化事業

委託料になんですが、こちらのほうは子どもの見守り強化アクションプラン

の事業費だと思うんですがこちらをする際に、子ども食堂だったりとか、あ

と学習や生活指導支援等も含まれたりもするのかなと思いますが、そういっ

た場合に、民間も協力がないと進められないのではないかなと思うんですが
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そこの段階で、もしそういう取り組みも一緒に考えているのであれば、どう

いった民間業者が入って支援をされるのか、お願いします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 まず賃貸店舗に関する質問ですけれども、確かに賃貸をしている事業者に

対する家賃の補助ということなんですけど家賃だけ補助しても営業そのもの

が苦しいんじゃないかということで、そこも一応考えておりますけれども、

まずは、家賃補助が優先的だろうというふうに考えているところであります。

今朝の新聞にもよりますと、県のほうでも県内全域を対象に業種を問わない

で 50％以上ですかね、減収されたところについては法人 30 万、個人 15 万

という、県全域の新たな支援方策も出されているようであります。町といた

しましても、特に今、商店街、飲食店を対象に商品券の倍返し商品券も予算

額で１億 3千万程度出したところであります。それらの商店街での換金率っ

ていうんですかね、商品券がうまく利用されたお店、ほとんど利用されてい

ない店、それなどもあると思いますのでそこら辺を総合的に考えてですね、

県の昨日発表された支援策と本日提案申し上げました、家賃補助だけではな

くて、収益に対する補填というのも県の助成事業と併せてちょっと検討させ

ていただきたいというふうに思います。後の、２つの質問についてはそれぞ

れの担当課長に答弁させます。 

○髙崎政策

企画課長 

はい。 

○笹原議長 政策企画課長。 

○髙崎政策

企画課長 

ご質問の未来づくり専門員の減額ですが、５月末をもって退職をしまして

５月から３月同様に、旅費及び燃料費等の活動費も減額としております。退

職者はですね、大学を休学しまして昨年度から、空き家利活用チャレンジャ

ーとして、よろっでの運営に携わっておりました。退職の理由につきまして

は、一身上の都合ということで、退職願を提出されております。少し体調を

崩されたということは聞いておりますが、本人のプライバシーもございます

ので、これ以上のことはご理解いただきたい。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。児童福祉総務費の支援対象事業等、見守り強化事業委託料について

ご説明申し上げます。本事業は国のコロナ対策としまして国が補正で計上し

たものでございまして、制度の趣旨は先ほど落司議員がおっしゃったとおり

でございます。私どもといたしましては、予算可決後に委託事業として民間
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の事業者から提案を受けて、その提案を審査して委託しようかというふうに

考えております。従来ありました、支援が必要な児童の見守りだけではなく

て、もちろん見守りがメインでございますが、先ほど議員がおっしゃった子

ども食堂であるとか、学習支援であるとか、複数のあるいはいずれか１つな

んか組み合わせた形で行う事業となっておりますので、事業者の提案を受け

て、１番本町に効果的なものを採用したいというふうに考えております。 

１２番落司

議員 

はい、１２番。 

○笹原議長 はい、12番、落司君。 

○１２番落

司議員 

未来づくり専門員の報酬のほうの件につきましては理解したんですけれど

も、やはりそうやって業務に携わっている中でその方がいなくなったことで

その運営等に対しての支障なりっていうのはないのかどうか、もしそれがあ

った場合には、今後そこをスムーズにいかせるために、どういった対応をさ

れるのかということをお聞きしたいのと、店舗の貸付け等に関しましてはや

はりそこの部分っていうのはしっかり調査していただいた上で、やはり大変

苦労されている状況であると思いますのでやはり、経営を持続できるような

形でしていただきたいということと、あと民間団体っていうことになれば、

当然町内ではなく町外の方、団体も入ってくるのかなと思った場合に、例え

ばその充実した団体といいますか、そういうところに特化したっていうか経

験があられて、そういうところが対応できる団体さんがこの近辺にいらっし

ゃるのかどうか、そこをお聞きしたい。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 経営者の支援の関係ですけれども、先ほど申しましたとおり昨日、県のほ

うも新たな支援制度を発表しましたので町のほうとしては、それらの状況を

見ながら特に以前から申し上げておりますとおり飲食店が、飲食店に限った

ということでありませんけれども、結構厳しい状況に置かれているというふ

うに考えております。県は 50％以上影響を受けたところというふうにしてお

りますので、町のほうとしても 50％に満たない影響を受けている人たちにつ

いて、何らかの支援はできないのかそこら辺も含めて再度また検討を進めて

いきたいと思います。 

○髙崎政策

企画課長 

はい。 

○笹原議長 はい、政策企画課長。 

○髙崎政策

企画課長 

隊員が、不足するんじゃないかということですけど、よろっでにつきまし

ては今年度４月に新たに２人、採用しております。空き家チャレンジャーと
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して採用して今、よろっでのほうで活動しておりますので、これまでも３名

採用をしておりまして今回１人退職しましたけれども、人数的には３名とな

っております。ただ今度入ってきたばかりですので、慣れない部分があって

なかなか思うようにいかないこともあろうかと思いますが、そういったとき

にはまた今後、補充するとか、そういうことも含めて検討したいと思います。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

そういった事業所があるのかっていうご質問だったかと思いますが、議員

がおっしゃるとおり生きづらさを抱えた方々の訪問っていうのは、非常に専

門的なカウンセリング能力ですとか、非常に高いスキルを必要とする専門的

な業務でございます。執行前でありますので、なかなかあれですが、私ども

としましては、ほかの事業も通じまして、そういったＮＰＯ、一般社団法人、

とか近隣県内のところとのネットワークの構築ですとか、情報収集に努めて

おりますので、執行の際はご協力いただける事業所はあろうかというふうに

考えております。 

○笹原議長 よろしいですか。他にありませんか。 

〇８番川越

議員 

はい、８番。 

〇笹原議長 ８番、川越議員。 

○８番川越

議員 

予算書の 15ページ、今の落司議員と少し重複していきますが、支援対策児

童等の見守り強化事業の委託料については、国の 100％事業でありますがこ

れまでは特に児童の虐待とか、あるいはＤＶとか、そういったものを特化し

てやってきたと思うんですが、今回のこの委託事業の内容については今まで

の説明で大体わかりますが今度、錦江町が目指すものっていうのは、特にこ

の事業をやっていきたいというようなものがあれば示していただきたい。 

それから 16ページのですね、予防接種の医療センターの業務委託額でござ

いますが、これも国の補助金でやっている部分ですが、今現在の 65 歳以上

の高齢者の接種状況といいますか、そういったものが分かっておれば、１回

済まれた方、２回済まれた方あるいはその介護施設の状況、介護施設に従事

される方の状況、あるいは医療に従事される方の状況というような接種状況

がわかっていれば示していただきたいと思います。また、未受診または未予

約というような方は把握していらっしゃるのか、把握する方法があるのかと

ても不安なのですが、その辺も併せてお願いします。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 
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○木場町長 それぞれ担当課長に答弁させます。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。見守り強化事業の件でございますが、川越議員もおっしゃったとお

り、これまで虐待でありますとか非常に子どもたちを取り巻く心配な環境に

つきましては、要保護児童対策協議会ですとか、そのようなところで関係者

と教育委員会、あるいは学校など関係者と対策を協議して進めてまいりまし

た。しかし、国も言っております通りコロナなどでの休校ですとか、外出自

粛等によりまして、子どもたちが非常に重荷に感じていること、あと、これ

までやってうまくいっていたけど、うまくいかなくなったことっていう問題

が非常に多岐にわたっております。また、そういった問題は多感な時期の子

どもたちにおきましては非常に重要でございますし、これからもそういった

問題というのは増えてくるんじゃないかというふうに考えております。先ほ

どのご質問にお答えしましたとおり、専門家のご協力をいただいて、訪問の

きっかけ、心を開くきっかけ等を是非早く提供してもらいたいというのと、

私ども職員につきましても、そういった能力を身につけるためにも、この事

業は必要だというふうに考えておりますので事業着手を思ったところでござ

います。以上です。 

○猪鹿倉健

康保険課長 

はい。 

○笹原議長 健康保険課長。 

○猪鹿倉健

康保険課長 

それでは、ワクチンの接種状況についてご報告させていただきます。現在、

医療従事者、それから 65 歳以上の高齢者、それから高齢者施設等の従事者

等の接種を進めておりますが、６月１０日現在になりますが、錦江町に住所

登録を有する者のうち、１回目の接種が終わった方が 2,056 名いらっしゃい

ます。２回目の接種が終わられた方が 790名いらっしゃいます。そのうち、

医療従事者として３月の中旬から４月にかけて、接種を受けられた方が 132

名いらっしゃいます。 

現在、高齢者枠での接種ということで、５月の 10日から 65歳以上の高齢

者を対象に接種を行っていますが、高齢者として接種をされた方が 1785名、

それから従事者として１回目の接種を受けられた方が 139名、２回目の接種

を受けられた方で、高齢者で受けられた方が 614名、それから施設の従事者

等で受けられた方が 45名いらっしゃいます。 

高齢者の方につきましては現在、町内の集団個別で接種を受けられるであ

ろうという方、それから高齢者の従事者数を勘案したときに、１回目の接種
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が終わられた方が 53％を超えております。２回目の接種を受けられた方につ

きましては、約 18％を超えてきております。また今週末、集団接種等が行わ

れますので高齢者については、順次接種が進んでいくというふうに考えてい

るところでございます。 

それから、65歳以上の高齢者の中で、まだ予約をしていない、そういった

方々についての対応を求められたところですが、現在、一般の集団個別で接

種を受けられるであろうと見込んでいる、町のほうで試算をしている高齢者

の数に対して、予約率が今 88％を超えております。あとですね、どうしても

任意接種でございますので、基礎疾患があってどうしてもアレルギー性であ

られるとか接種の副作用によって、どうしてもちょっとためらいがあられる

とか、それから町外、町内の病院等に入院されている方、そういった方もい

らっしゃいますので、そういった方の接種の把握数についてはですね、高齢

者の接種がある程度もほぼ終了する時点で、名簿のチェックを行いまして、

また、受診の予約等の案内については対応していきたいというふうには考え

ているところでございます。 

○笹原議長 よろしいですか。ほかに質疑は。 

〇７番池田

議員 

はい、７番。 

〇笹原議長 はい、７番池田君。 

○７番池田

議員 

はい。先ほどの回答と重複するところがあるかもしれませんけど、昼食と

かですよ、そういう弁当の配布する人は変わらないということですが、65歳

以下の方も含めて、こういう配達員に対して優先的にワクチンの接種とか必

要だと思いますが、そういう方たちの現在の接種状況を教えてください。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。一応、国の優先接種の対象にはなっておりませんが、配達の方々も

高齢でございますので、年齢的な対象にはなっております。実際、接種が済

まれたかどうか確認をしておりませんが、自主的に打っていただいているも

のと考えております。なお、配達につきましてはなるべく接触を避けるよう

にっていうことで、配慮しておりますので現在まで感染等の報告がないとこ

ろでございます。引き続き、その点について注意して進めてまいりたいと思

います。 

○７番池田

議員 

はい、７番。 

○笹原議長 はい、７番、池田君。 
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○７番池田

議員 

はい。やっぱり本人たちでもですよ、やはり行政のほうから早目の接種を

受けてもらうような、進め方とかあるいはまた、かねてなら訪問した際には

ちょっといっときの間でも世間話をしたり、交流もあるんでしょうけどそう

いうときでもできるだけ直接渡さない、ちょっと距離を置くとかそういうこ

とを行政のほうからも指導していければと思いますので、よろしくお願いし

ます。以上です。 

○笹原議長 他に質疑はいいですか。 

〇10 番水口

議員 

はい、10番。 

〇笹原議長 はい、次、10番、水口君。 

○10 番水口

議員 

５月の 19日でしたかね。医師会立病院の建て替えということで、全協が開

かれましたが私は、途中で退席しましたのでこの本会議でちょっと質問させ

ていただきたいと思います。 

皆さん 12ページをご覧下さい。1,500万という計上でございます。最初出

た話は、平成 30 年建て替えについて要望書が錦江町にきました。それより

も前にですね、29年に医師会立の老巧化に伴い、基本構想というのが出され

ております。もう何年ですかね。29、30、31、令和元年、令和２年に入りま

す。もう５、６年になるわけです。そういったときに、両町の錦江町と南大

隅町が医療介護についての会ということでつくったわけです。医療介護の姿

検討会といって 19名ほどでしたけれども、私も参加させていただきました。

そういう中でですね、病院から出された要望書を見ますと、メンテ面やらい

ろいろ出されてまいりましたけれども、この前の検討委員が開催されて令和

２年、病院から再整備に向けた基本構想策定支援業務ということで両町で

1,368 万でしたかね、アイテックという委託業者に、お願いしてそれを令和

３年の３月 22 日に、検討委員会があってそのときに、報告を受け、全く一

緒のやつが、今度の全協で説明があったわけです。それでまた今度、今回委

託料が 1,500 万、まだ計上されている。これを見てですね、私も参加させて

いただきましたからこういう質問をするんですが今度は、病院の設備、建設

について踏み込んだ形でされるのか。私はそのときに、57億という数字記憶

いたしており、また書いてあります。これには、移転先の土地代もいろんな

設備代も入ってないわけです。土地は２町欲しいんだと、５００台止めれる

ような駐車場が欲しいんだというような委託業者からの説明でございまし

た。そういうことを聞いてですね、今度また 1,500 万、どういった理由で、

どういったことが委託したいのか。もう建設ありきなのか、町長にお尋ねし

たいと思います。 

○木場町長 はい。 
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○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 ３月にありました会の内容につきましては、先ほど水口議員がおっしゃっ

たとおり、コンサルタントが調査をまとめた報告でありました。それにつき

ましては、４月号の町報にもその概要について町民の皆さんにも報告したと

ころであります。３月の会議の折にもコンサルタントから出された報告書に

基づいて、このまま丸々即、実施するということではありませんよと、これ

をベースにして両町、医師会と実施に向けて今後具体的な検証を進めていき

ましょうというための調査費用が今回提出されたところでございます。 

基本的には、造ることを前提に調査を進めるというのが大原則であろうか

と思います。不足する分については担当課長のほうで説明させます。 

○髙崎政策

企画課長 

はい。 

○笹原議長 政策企画課長。 

○髙崎政策

企画課長 

水口議員のご質問にお答えいたします。３月 22日に報告しましたものは基

本構想でございまして、今回 1,500 万円計上させていただいておりますのは

この基本構想をもとに基本計画をつくるということで計上させていただいて

おります。基本計画では、病院の場所、病院の規模、それから先ほど議員の

ほうから、57億という工事費も言われましたけれども、それにつきましても、

構想の段階でありますので、規模が決まればまだそれも圧縮できるというふ

うに考えておりますんで、その辺を含めまして基本計画を今後、作成してい

きまして病院建設の方法を進めていきたいというふうに考えているところで

あります。 

○１０番水

口議員 

はい。 

○笹原議長 10番、水口君。 

○１０番水

口議員 

はい。その通り計画指定基本計画に沿ってまた、されるということはわか

りますが、以前ですね、50 億というような計画があったんですよ。今度は

57 億上がりましたけれどもそういった意味で今度 50 億の返済方法について

も、利子やら何やら償還金が要るんだということでございました。この問題

についても、いろいろ町民に我々は理解させないと。これをどういったふう

に説明するのか。議会はですね、病院はどうなったのか、するのか、しない

のか、大根占につくいやっとな、南大隅町につくいやっとな、錦江町につく

いやっとな、どきつくいやっとな花ノ木につくいやっとな、どきつくいやっ

とな、もういろんなこういう話が飛んでるんです。そういった中で、私はま

たちょっと聞きますけれども、この年数の間に総合病院はメンテナンスをせ

んないかんや、ボイラーが悪いや、ひび割れがあるや、トイレが悪い、段差
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があるいろんな問題を指摘されます。それが今まで、ここ５、６年継続して

いるということは、何も困ってないと思ってるんです。その時言われたこと

がですね。今いろんな新聞やらなんやらでもこの、このアイテックという会

社は、この問題については専門業者なんですか。病院に対する公設、民設、

この問題については全国をよく理解されている業者なのか。それから契約に

ついてもこれは随契なのか、まだいらっしゃったのかそこらをちょっと聞か

してください。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 はい、町長。 

○木場町長 病院からの提案があってから、非常に時間が長くかかってるっていう話も

ありましたけれども、基本的に私どもが病院のほうから要請を受けたのは、

29年のたしか秋以降だったというふうに思います。それをもとにして、両町

を基準にして、あり方検討委員会をしようというふうに進めてきております。

５年も６年も経っているというお話でしたけれども、病院側としては、それ

は５年６年前から、どうするかっていうのは十二分に検討されてきたことで

あろうと思いますけれども、その時点で、行政側としては何らその行政側に

具体的な投げかけがありませんでしたので医師会のほうから町に要請がある

んだったら、要望書なりを出してくださいというところから具体的に、あり

方検討委員会を両町で始めましょうっていったのが、現在に至っているとい

うことでありますので、町のほうに検討してから５、６年になるというのは、

ちょっと、ニュアンスが違うのではないかなというふうに思います。コンサ

ルタントの業者の選定あるいは契約等については、担当課長のほうで説明さ

せていただきます。 

○髙﨑政策

企画課長 

はい。 

○笹原議長 政策企画課長。 

○髙﨑政策

企画課長 

今回の契約につきましては一般的には、これら業務の業者選定には公募型

のプロポーザル方式をとることが多いですけれども、この場合、業者選定ま

でに事業公告、それから申し込み期間、書類審査、プレゼンテーションなど、

最低でも３カ月程度期間を必要とします。その分、新病院の開設時期がおく

れることになります。現病院の老朽化の状況を踏まえますと、時間的な制約

があることも事実でございますので、新病院を早期に開院するためには、今

年度中に基本計画を策定することが必須となります。このようなことを考慮

しまして、基本構想策定しました業者との随契が最善であろうというふうに

考えております。なお、この業者につきましては県内でも、実績があり、霧

島の病院とかですね、そういったところでも実績があるところでございます。 
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〇１０番水

口議員 

はい、１０番。 

○笹原議長 はい、１０番水口君。 

○１０番水

口議員 

皆さんもご存じのとおりですね、今、曽於医師会あそこの有明病院は、閉

院という記事が出ておりました。その原因といたしましては、もう、国の医

療機関を 50年以上引き継いでいる、患者が少なくなった、老巧化が進んだ、

いろんな事情があってですね、そういった記事もございました。とにかく、

我々は会議がですね、４回ほどでした。先ほど５、６年、私が言ったら、そ

こまではなっていないとおっしゃるけど最初病院がして、我々も視察に行き

ました。そのときのメンテも考えたらもうメンテはしないというような判断

で建設、造るという方向に医師会は出したんです。だからそれが公設、民設、

そこらは我々は町民に説明せんにゃいかん。場所も、位置も今度は先ほどあ

りましたけれども多分、位置も大体決定されるだろうというふうに思ってお

ります。 

そういった意味で今回は、５００万ずつ南大隅町が出してくる、今までは

両町だったんだけど、南大隅もその気なら出しましょうということだろうと

思います。ほんでうちも５００万、ほんで南大隅町も５００万。そういった

協議会になるだろうというふうに思いますが、今回の問題ですけれども、コ

ロナが今こんだけ言われてですね、この病院をどういった方向に持っていく

のか。医療業務を主体とするのか、ケア、介護を大事にする病院か、この前

も書いてございましたけれども、医療の場を少なくして介護のほうのベッド

数を上げるとか何とかいろいろございましたが、やはりそういった町民の声

というのが非常に今このコロナの対策の問題でもですね、ワクチン接種もい

ろいろ言われております。近くのクリニックのほうがいいんじゃないけ、そ

ういった意味で、医療の総合病院の力というのはないといけない。町民の皆

さんみんなおっしゃいます。なければいけないぞと。しかし、金額に対して

は非常に、心配されておりますんでその点は、先ほど 57 億の件の方これは

ただ今、たたき台だという話でございましたけれども、そこらもどう今後進

めていかれるのか。 

それから、南大隅町から出向が来ているが、南大隅町が報酬はやってるわ

けですか。県からも来ていらっしゃる、これも県から出るはずです。いろん

な意味でですね、東京の国会議員にも陳情された問題でもありますが、国の

出資金、県の出資金、町の出資金というのが非常に大事だとというふうには

考えておりますんで、そこらも早く出していただいて、我々が町民に説明が

できるような委員会にしてほしいというのが願いでございますが、最後にこ

の問題、それから先ほど出ました委託費の中で給食の問題が出ました。鹿屋
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市のほうにみなみかぜというあそこも老健を持っておられて、そこの今度、

青山荘に委託をいたしておりました、関係は、ちょっと職員がいないからと

いうことで宅配ができないということで、そんときに打診はされましたかね。    

総合病院にはされてない。弁当はつくっていただきませんかっていうような

話はできませんでしたか。そこらをお尋ねしたい。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 色々な提案なり意見がありましたけれども、基本的にはそういう全てのこ

とを調査事業の中で決めていくっていうのが今回の業務でございます。 

今、給食のこともおっしゃいました、57億のこともおっしゃいました、どう

いうことを重点的に病院を運営していくのかということもおっしゃいまし

た、そういうことも全て今の構想でいくと病床 130 床、それから老健を 70

床、トータルでいうと 200床ぐらいをということでありますけれども、私ど

もとしても規模としては大きいなというふうに考えておりますが、その根拠

になるようなデータ、討論というのを進めながらいかにして 57 億を少なく

していくか。運営的にさっき給食の話もありましたけれども、給食のことも

含めて、アイテックからそういう提案も出されておりますけれどもそれが実

現可能なのかどうか。そこら辺を全部まとめた形でですね、この 1,500 万円

の範囲内で検討進めていきたいというふうに考えております。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。高齢者の訪問給食事業の打診を病院関係のほうに行ったかというご

質問かと思いますが、大根占地区の事業者が行っていますのは、年間３万

7,500 食でございます。休みは、日曜日と年末年始の５日だけということで

非常に事業規模設備、設備規模等、スタッフの確保っていうのは、この業界

に限らず今、人材確保が非常に問題でございます。そういった問題を２カ月

足らずのうちに解決できる事業者っていうのは、非常に限られておりました。

具体的にどこにっていう事業所名は申し上げられませんが、水口議員ご質問

の事業者等にもご相談、町内町外含めていろんなところに打診、ご相談差し

上げた結果でございます。 

○笹原議長 それはほかにございませんか。 

〇６番染川

議員 

はい、６番。 

〇笹原議長 はい、６番染川議員。 

○６番染川 老人福祉費の委託料、1,190 万円補正が組まれておりますけれども、先ほ
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議員 どの質問の中で、課長がその根拠となるべき説明をいたしました。ある程度

理解もしておりますけれども、前受託事業者というのは、補正が組まれた額

より少なかったわけですけれども、そういう中で今度の委託事業者、前受託

事業者と数とか内容とかそんなに変わらないという説明もあったんですが、

それぞれ希望者って言いますか、配達する希望者は、好き嫌いとかそれから

食物アレルギーを持っている方、いろいろいらっしゃいますが、それも前受

託事業者は非常にきめ細かく対応しておられた訳ですけれども今度の新しい

委託事業者というのは、そこら辺も含めて同じような形で、今後対応してい

ただけるということで理解していいのですか。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。以前の事業者さんは、非常にきめ細やかに利用者さんのその辺の配

慮をしていただいておりました。好き嫌いをですね、かなり考慮されておっ

たところでございます。４月以降、引き受けていただいた事業者さんにつき

ましては、ちょっと好き嫌いの対応まではできないということで、配達員が

好かんかもしれないものがあるときは、もうちょっともったいないけど、残

してとそういうふうな利用者さんのほうにですねお声掛けして好き嫌いへの

対応には応じておりませんが、アレルギーの対応にはですね最大限配慮して

行っているところでございます。 

〇６番染川

議員 

はい、６番。 

○笹原議長 ６番、染川さん。 

○６番染川

議員 

アレルギーの対応をしてくださっているが、好き嫌いはなかなか対応しき

れないということでその配達された料理の中で嫌いなものがあったら、排除

していただくということで、当初それぞれの、配達する方というのは、好き

嫌い、アレルギーのいろんな、調査っていうのをされて対応させてされてい

ると思うんです。90代になられた方が、アレルギーももちろんなんですが好

き嫌いも少しあるということで、配達できないということで 91 歳か 2 歳か

になってから自分で料理をしなければいけないという状況までなってきて、

自分で料理をされているという方がいらっしゃいます。これは非常に難しい

問題だと思うんですけれども、そこら辺も含めて、もう少しきめ細かな形で、

いろんな好き嫌いにしてもアレルギーにしても対応してもらって詳しく、そ

の方が理解を十分にされるような形で対応してもらいたいというふうに思っ

ております。いいかがでしょうか。 
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○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

登録人数が 86名いらっしゃいまして、個別のケースをちょっと全て把握し

ておりませんので、ちょっとそういった内容につきましては今後、調査させ

ていただきまして、対応させていただきたいと思います。しかしながら、や

はり少人数の対応と異なりまして、どうしても対応不可能な部分っていうと

ころも出てこようかと思います。ほかのサービスとの組み合わせですとか、

多面的にその辺は検討させていただきまして、利用者の方にご説明させてい

ただきたいと思います。 

〇６番染川

議員 

はい、６番。 

○笹原議長 ６番、染川君。 

○６番染川

議員 

実際で 1200 万ぐらい補正も組んで、前事業者より値上げもしているわけ

ですからそれなりの対応というのは、してもらえるものというふうには思っ

ておりますので。後ほどまた、この議会が済んでからでも、詳しい説明とい

うのはしますけれどもできることならば、もう 90 歳過ぎからまた料理を始

めなければいけないというような状況が発生しないような対応というのは今

後してもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○笹原議長 ここでしばらく休憩をいたします。11時 15分から会議を再開いたします。 

 休憩 11：06 

再開 11：16 

○笹原議長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。ほかに質疑はございませんか。 

〇９番小吉

議員 

はい、９番。 

〇笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番小吉

議員 

１つ気になった補正予算がありますんで教えていただきたい。 

まずはですね、土木費の委託料の中で、60万、錦江町の湾岸道路構想イメ

ージ図、ちょっと読み方が悪かったですが作成業務委託料ということで、60

万計上されておるところでございます。今私、湾岸をずっとこう、頭の中で

描いてですね、どこを一体全体業務委託をされるのかなというようなふうに

思いましたので、まずそこを１点。 

それとですね、消防費の中で非常備のコミュニティーの助成事業補助金地

域防災組織育成事業ということで、朝の説明の中でですね、自治会がこの事

業を入れられるんだということでございますが、そこで防災の組織育成事業

なるものはどういう用品とか、あるいは事業なり、どういうことをされるの
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か教えていただきたいと思います。 

それと、教育費の体育施設費ここで工事請負費 330 万円ということで、大

変大きな金額でございます。それに設計図から設計かれこれ言いますと、恐

らく、3,700、3,800万円になるんじゃないかなと思う気もするわけでござい

ますけども、トイレも解体すると。南側のあそこら辺を大規模な恐らく、駐

車場をつくられる計画だろうなと想像するわけですけれども、そこら辺のと

ころ、教えていただきたいと思います。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 ３項目について担当課長に説明させますが、錦江湾の湾岸道路イメージ図

につきましては、現在城ヶ崎が工事中であったりとか、そういうのを含めて

ですね、将来的に災害が起きても何か迂回できるようなそういう道路構想は

ないのかっていうことを含め、そしてまた今年は過疎計画もつくらなければ

いけないということから、建設課のほうで提案があったものでございます。

詳細についてはそれぞれ担当課長に答弁させます。 

○岩下建設

課長 

はい。 

○笹原議長 はい、建設課長。 

○岩下建設

課長 

お答えいたします。本業務は、国道 269 号の神川地区、いわゆる城ヶ崎地

区の路面崩壊ですね、それが発生したことによって長期にわたる交通規制等

が行われております。これにおいては地域住民の方々に大変ご迷惑をおかけ

しているところなんですが、交通阻害による生活負担ということは、毎年の

ように発生しているというようなことで城ヶ崎展望付近の急傾斜地を避けて

ですね、医師会立病院の信号から海岸に橋、いわゆる橋梁をつくってまた北

の港、また、南のほうの大根占港をつなぐ、いわゆる湾岸をつなぐ、流通の

体系を目指してなおかつ、その間につきましては今、利用がされていない、

いわゆる遊休地である、いわゆる緑地帯の部分も今、利用されてない関係上、

南の港までのいわゆる２キロの区間について、災害に強いまちづくりの施策

ということで、関連計画を立てているところでございます。しかしながらこ

れは町でっていうことではなく、県のほうでできるならば進めていただきた

いということでまずもって、我々のほうで構想図、イメージ図を作成し、後

は国、県等に要望していこうかなというふうに考えております。 

○坪内総務

課長 

はい。 

○笹原議長 総務課長。 
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○坪内総務

課長 

はい。それでは、コミュニティー助成事業についてご説明させていただき

ます。この事業ですね、一般財団法人自治総合センターというところが宝く

じの社会貢献広報事業として、実施する事業でございます。小吉議員がおっ

しゃったように令和自治会が申請したものでありでありますけれども、今回

の事業につきましては、地域防災組織育成助成事業の中の自主防災組織育成

助成事業を活用しております。本事業ではですね、自主防災組織等が地域の

防災活動に直接必要な設備、建築物とか消耗品等除くんですけれども、その

整備に関するものでございまして、令和自治会ではですね、避難施設、炊き

出し用としまして、発電機とか、折り畳み椅子とか、避難所用マットなどを

購入する予定です。 

○今熊教育

課長 

はい。 

○笹原議長 教育課長。 

○今熊教育

課長 

小吉議員の質問にお答えいたします。総合運動公園南側駐車場等の整備工

事でございます。現在、テニスコートの上といいますか、大分整備されてな

い駐車場がございます。まず、あそこら辺をメインにですね、身障駐車場等

も兼ねて運動場に近いところに車が止められるように大々的に改築を行う

と。それと、トイレが現在２棟、古いのがございます。昨年の事業で下の土

手のほうに、新しいトイレをつくりましたので、古い２棟のトイレは解体と

いうことにしたいと思います。事業本体は県の元気おこし事業を使っており

ます。バリアフリーということで事業を進めているところでございます。 

以上です。 

〇９番小吉

議員 

はい、９番。 

○笹原議長 ９番、小吉君。 

○９番小吉

議員 

まずはですね土木費の 60 万の委託料ですけど確かにこれは、やっぱり今

後、この 269号線の幹線道路でございまして、また、いろんなところで湾岸

に新たに橋を設けたらどうかというような話もあったりします。これはもう

息の長い話でございますけれども、是非そういうふうにし向けていただけれ

ば結構な予算かと思います。 

それと消防費に関してはですね、別に問題はないわけでございますけれど

も、発電機及びその次が聞こえなかったですけれども、避難用ベッドですか。

そこら辺のところも１回お願いします。 

それと総合運動公園に関してはですね、今回今度は古いやつの、大体想像

できますけれども、あそこのトイレを２カ所潰すということでございます。

これまた、何年前でしたか、真ん中のほうに１年前はトイレをつくったわけ
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でございますけれども、何かそこ辺が違うじゃないんですけれども、もうち

ょっと一工夫あったらなあと思っておりますわけです。せっかく駐車場は、

恐らく大きな平米数の駐車場になろうかと思いますんで、また、今後また駐

車場にトイレをつくってくれんかというような、要望が来るんじゃないかな

と危惧するわけでございますけれども、そこら辺のところはどうでしょう。 

○坪内総務

課長 

はい。 

○笹原議長 総務課長。 

○坪内総務

課長 

はい、小吉議員のご質問にお答えいたします。令和自治会が購入予定の備

品につきましては、折り畳みテーブルが９つ、アルミ折り畳み椅子が 36、防

災立体マットが 15、避難所用の毛布が 15 ですね、作業灯が４つでテントが

１つ、ガソリンエンジンの発電機が２つとなっております。以上です。 

○今熊教育

課長 

はい。 

○笹原議長 教育課長。 

○今熊教育

課長 

はい、お答えいたします。元気おこし事業の活用でございますので、毎年、

２月ごろに申請をいたしまして、採択になるかならないかというところでは、

この事業は、採択になって補正でお願いするというような性質のものです。

年度的な何カ年計画かで事業費がもらえればですね、今議員の言われたよう

な計画も立てられるかと思いますが、一応そういう補助金の性格上、こうし

て年度的に計画を立てていかなければならないというところでございます。

ただしあの、今回駐車場のほうを整備をした後に、また駐車場にトイレをっ

ていうのはないんじゃないかなと思います。整備した駐車場からも、今新し

く造りましたトイレのアクセスをもちろんバリアフリーということでやりや

すく考えておりますので、場合によっては道路の線形もちょっとこう変えて

もいいのかな、とかですねまだ試案の段階ですけれども今から実施設計に出

しますので、どういう設計が上がってくるかで、その辺も含めて、トイレ等

をまた増設しなくてもいいような設計をお願いしていきたいと思っておりま

す。以上です。 

○笹原議長 他にないですか。 

〇２番久本

議員 

はい、２番。 

〇笹原議長 ２番、久本君。 

○２番久本

議員 

13ページです。20番、新型コロナウイルス対策費の 12番、委託料です。

1200万円でホームページ改修委託料等とでてます。これがコロナ対策によっ

て、今あるホームページを改修していくのかもしくは、新たに別の業者に委
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託してコロナ対策に特化したホームページを作っていくのか、そのあたりを

お聞きしたいと思います。 

○坪内総務

課長 

はい。 

○笹原議長 総務課長。 

○坪内総務

課長 

 

はい、久本議員のご質問にお答えいたします。今回の 1,200 万の補正につ

きましては、ホームページの全面改修とさせていただいております。改修に

当たりましてはですね、多言語化であるとか、全世代の障がい者などさまざ

まな方々に利用しやすいデザイン、ユニバーサルデザインに特化したものに

しようかと考えております。また、オンライン申請であるとか重要性、緊急

性のある、先ほどありましたけれども、コロナの情報とかというものもトッ

プページに乗せられるように、今までのやつをユニバーサルデザイン化して

併せてコロナの情報も載せられるようにしたいと考えております。以上です。 

○笹原議長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 今回の一般会計の補正予算について、議員の皆さんからいろんな意見や、

アイデア等をいただきました。水口議員のほうからは、医師会立病院の調査

費のことについて、いろいろ質問いただきました。これらの内容ですね、検

討委員会で十分報告できるように関係者の皆さんで十分な審議をして、タイ

ムリーな情報を議員の皆さんはもとより、町民の皆さんにも出していきたい

というふうに考えております。 

それから、コロナ対策につきましても営業補償なり店舗の補助金なりもお

願いしたところでございます。先ほど来申し上げておりますけども、県自体

も新たな補助金制度も提案されているようです。町内もさらにまだ影響を受

けているところがあるというふうに考えておりますので、これらの状況を精

査した上で、また、場合によっては、最終日あたりに何らかの形で、予算を

お願いする場合もあるかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上です。 

○笹原議長 ほかに質疑ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 質疑なしとみなします。これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 
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○笹原議長 討論なしと認めます。これから、議案第 26号、令和３年度錦江町一般会計

補正予算（第１号）についてを採決します。お諮りします。議案第 26 号は

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、議案第 26号令和３年度錦江町一般会計

補正予算（第１号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第 27号 

○笹原議長 日程第６、議案第 27号、令和３年度錦江町介護保険事業保険事業勘定特別

会計補正予算（第１号）についてを議題とします。本案について、提案理由

の説明を求めます。木場町長。 

○木場町長 はい。 

 （木場町長、登壇） 

○木場町長 議案第 27号、令和３年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補

正予算（第１号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

同議案につきましては、補正総額 52万 6千円の増額で、累計は 13億 1,446

万 5千円となりました。歳出につきましては、新規事業執行等に伴い、地域

支援事業費の一般介護予防事業費を 50 万円、包括的支援事業費を２万 6 千

円、諸支出金を５万 5千円それぞれ増額するとともに、保険給付費用を５万

5 千円減額するものでございます。また、歳入につきましては、県支出金を

50万円、繰入金を２万 6千円それぞれ増額するものでございます。ご審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 （木場町長、降壇） 

○笹原議長 これから質疑を行います。第１表歳入歳出予算補正の歳入５款県出金及び

７款繰入金と、歳出２款、保険給付費から５款諸支出金を一括して質疑を行

います。質疑ありませんか。 

〇８番川越

議員 

はい、８番。 

〇笹原議長 はい、８番、川越君。 

○８番川越

議員 

介護人材確保ポイント事業は新規事業で挙げられております。すいません

この事業内容について示してください。 

○木場町長 はい。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 担当課長に答弁させます。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 
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○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。本事業は、これまで高齢者の元気度アップポイント事業というのが

ございました。高齢者の方々が、特定健診とか個人で運動教室に参加した場

合に付与するポイント、あるいはグループで安否確認とか話し合いというな

ったときに、付与するポイント等あったわけでございますが、国が第８期の

介護事業計画作成の指針を改定いたしまして新たに、介護人材確保のための

ボランティアポイントというのができました。これは、これまでは 65 歳以

上の高齢者が対象だったんですが、全世代を対象にして内容的には、介護施

設や通いの場でのボランティア、あと高齢者の外出支援などをしていただい

た場合にポイントを差し上げるものでございます。ポイントの付与率につき

ましては、高齢者の元気度アップのポイントと同じでございます。以上です。 

〇８番川越

議員 

はい、８番。 

○笹原議長 ８番、川越議員。 

○８番川越

議員 

ボランティアを活用したというような形でございますが、この場合は例え

ば、私がボランティアを希望する場合にどこどこの施設にっていうような、

１つの登録をされるような形になるのですか。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 はい、介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。施設等での活動、あるいは登録っていう形を考えております。議決

いただきましたらサービス事業所等々協議いたしまして、制度をそのような

形で作っていきたいというふうに考えております。 

○笹原議長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

〇１２番落

司議員 

はい、１２番。 

〇笹原議長 はい、12番、落司君。 

○１２番落

司議員 

今のように事業のほうの関連なんですけれども、登録制っていうことなん

ですが、こういった場合に高齢者の外出支援だったりそういったところに関

しては、どういったことでの提供がなされるのか、例えば介護福祉課が窓口

となってこういうことが支援が必要ですよって言った場合に、登録していら

っしゃるボランティアの方が私だったら今日できますっていう形で進んでい

くのかそれとも、外出支援を希望するっていう方はそもそも施設だったりそ

ういうところを利用されている方が対象になって、そういうところを通した

形でのサービス提供になるのか、ちょっとすいませんちょっと言ってる意味

が伝わっているのかどうか分からないんですけれども、対象者はどういった
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形で支援を受けられるのかっていうことを、お尋ねします。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。 

○笹原議長 介護福祉課長。 

○池之上介

護福祉課長 

はい。先ほど申し上げましたとおり、詳細な制度設計につきましては、今

後事業者等々を詰めてまいりたいと考えておりますが、サービス事業者等が

提供するサービスを受けていらっしゃる方々を主な対象にっていうふうに考

えております。ポイントを付与する人は町だけが、付与っていうことになり

ますとこのボランティアの確認等が非常に難しくなります。何らかの協定等

を結んで協定先はポイントを付与できるというような制度にしなければなら

ないのではないかと今のところ考えております。ボランティアをしてくださ

る方々も登録、付与する事業所サービスについても、登録制というようなと

ころを今のところ考えております。 

○笹原議長 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第 27号、

令和３年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。お諮りします。議案第 27 号は、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、議案第 27号、令和３年度錦江町介護保

険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１号）については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第７ 議案第 28号 

○笹原議長 日程第７、議案第 28号、令和３年度錦江町介護保険事業（サービス事業勘

定）特別会計補正予算（第１号）についてを議題とします。本案について、

提案理由の説明を求めます。はい、木場町長。 

○木場町長 はい。 

 （木場町長、登壇） 

○木場町長 議案第 28号、令和３年度錦江町介護保険事業（サービス事業勘定）特別会

計補正予算（第１号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

同議案につきましては、補正総額 74万円の増額で累計は 1,138万 8千円と

なりました。内容につきましては、歳出の総務費並びに、歳入の繰入金をそ
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れぞれ 74 万円増額するものでございます。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 （木場町長、降壇） 

○笹原議長 それから、これから質疑を行います。第１表歳入歳出予算補正の歳入第２

款繰入金と歳出１款総務費を一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第 28 号、令和

３年度錦江町介護保険事業サービス事業勘定特別会計補正予算（第１号）に

ついてを採決します。お諮りします。議案第 28 号は、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、議案第 28 号、令和３年度錦江町介護保

険事業（サービス事業勘定）。特別会計補正予算（第１号）については、原案

のとおり可決されました。 

 日程第８ 議案第 29号 

○笹原議長 日程第８、議案第 29 号、錦江町監査委員条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。木場町長。 

○木場町長 はい。 

 （木場町長、登壇） 

○木場町長 議案第 29号錦江町監査委員条例の一部を改正する条例につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。同議案につきましては、例月出納検査について、

月末日閉めとして処理していたものを、翌月の 10 日までに実施するものと

定められておりますが、昨今の祝日改正により、大型連休化などにより十分

な検査期間を設けることが難しくなってきておりますことから、本条例案を

提案するものでございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 （木場町長、降壇） 

○笹原議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 
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○笹原議長 討論なしと認めます。これから、議案第 29号錦江町監査委員条例の一部を

改正する条例についてを採決します。お諮りします。議案第 29 号は、原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって議案第 29号錦江町監査委員条例の一部を

改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第 30号 

○笹原議長 日程第９、議案第 30号、錦江町手数料条例の一部を改正する条例について

を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。木場町長。 

〇木場町長 はい。 

 （木場町長、登壇） 

○木場町長 議案第 30号錦江町手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理

由の説明を申し上げます。同議案につきましては、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、令和３

年９月１日から地方公共団体情報システム機構が、個人番号カードを発行す

るものとして明確化されることに伴い、同カードの再交付手数料の徴収事務

については、同機構から市町村長への委託に基づき、徴収へ変更されること

から本条例案を提案するものでございます。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 （木場町長、降壇） 

○笹原議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 討論なしと認めます。これから議案第 30号、錦江町手数料条例の一部を改

正する条例についてを採決します。お諮りします。議案第 30 号は、原案の

とおり可決、決定することにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって議案第 30号錦江町手数料条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 日程第 10 議案第 31号 

○笹原議長 日程第 10、議案第 31 号令和３年度消防ポンプ自動動車購入契約の締結に

ついてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。木場町長。 

〇木場町長 はい。 
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 （木場町長、登壇） 

○木場町長 議案第 31号、令和３年度消防ポンプ自動車購入契約の締結につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。同議案につきましては、令和３年５月 18

日に指名競争入札に付した令和３年度消防ポンプ自動車購入事業につきまし

て、購入契約を締結するため錦江町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得、処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 （木場町長、降壇） 

○笹原議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〇８番川越

議員 

はい、８番。 

〇笹原議長 ８番、川越君。 

○８番川越

議員 

すいません。今回の購入の契約締結について、入札率をお知らせください。

それと、今、廃車になる車両についてはどんなふうに取り扱われるのかなと

思います。その辺も示してください。 

○坪内総務

課長 

はい。 

○笹原議長 総務課長。 

○坪内総務

課長 

川越議員のご質問にお答えいたします。今回の入札の落札率につきまして

は 99.8％それとあと、今回更新する以前の現在の車両につきましてはです

ね、公売ですね。 

〇８番川越

議員 

はい、８番。 

○笹原議長 ８番、川越君。 

○８番川越

議員 

99.8％も予算と一緒のようなものなのですね。そんなふうに緻密に入札が

できるということは緻密な予算が計上されたというふうに理解していいので

しょうか。それと廃車されたその車両についての、その公募でされている部

分は町内業者を優先とされるのか、特殊な車両なのでどの辺まで町内業者が

とれるのかどうか、その辺も示してください。 

○坪内総務

課長 

はい。 

○木場町長 総務課長。 

○坪内総務

課長 

落札率につきましてはですね、令和２年度に購入した分がございますけれ

どもそれが 99.2％でした。併せてですね、女性消防隊が主に使えます、消防

広報車、これにつきましては 88.4％。今回の落札率が高いということなんで

すけれどもこの車両につきましてはやっぱり、特殊車両でございまして契約
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してからする受注生産になっております。予算の参考にするために、参考的

に見積もりもとっておりますけれども、こういった高どまりになっておりま

すけれども、申しているとおり特殊車両ということでご理解いただきたいと

思います。あと処分の関係なんですけれども、これにつきましては町内限定

とはいたしておりませんけれども、町のホームページとか広報誌で払下げし

ますよという周知をしております。町外の者を拒むものではないと思ってお

ります。以上です。よろしいですか。 

〇８番川越

議員 

はい。 

○笹原議長 はい、８番川越君。 

○８番川越

議員 

そういうふうに過去公募をかけたときに、過去何社ぐらい申し込みがある

ものでしょうか。 

〇坪内総務

課長 

はい。 

○笹原議長 総務課長。 

〇坪内総務

課長 

手元に資料ございませんけれども、４社、５社来てたと思います。 

 

〇笹原議長 他に質疑はございませんか。 

〇９番小吉

議員 

はい、９番。 

〇笹原議長 はい９番、小吉議員。 

○９番小吉

議員 

関連ですけれども。過去にですね、こういう公売をかけられた実績がもち

ろんあるわけですけど、４社、５社こられて、されたということでございま

すけれどもちなみにですよ、このポンプ車は言えば廃車になるわけですけれ

ども、参考程度でどのぐらいの価格で落ちるのですか。 

○坪内総務

課長 

はい。 

○笹原議長 総務課長。 

○坪内総務

課長 

すいません、資料がございませんので後ほどお示ししたいと思います。 

 

〇笹原議長 ほかにございませんか。 

〇１番久保

議員 

はい、１番。 

〇笹原議長 はい１番、久保君。 

○１番久保 今回特殊車両ということで購入されるということですが、具体的なですね
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議員 運用年数、運用方法等教えていただければと思います。 

○坪内総務

課長 

はい。 

○笹原議長 総務課長。 

○坪内総務

課長 

ご質問にお答えいたします。耐用年数のことでよろしいですか。 

耐用年数についてはですね、本町で特に取り組みをしておりませんけれど

も、参考にしておりますのが、大隅肝属地区消防組合の車両等の処理規定と

いうものがございます。その中では、消防ポンプ自動車 14 年となっており

ます。他の自治体の規定を見てみますと、大体 20 年というところが多いよ

うでございます。今回の車両につきましても、22年経過しておりますので、

もう時期が来ていると認識をしています。以上です。 

○笹原議長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

〇６番染川

議員 

はい、６番。 

〇笹原議長 はい、６番染川君。 

○６番染川

議員 

町長にお聞きしますけど、この消防自動車特殊車両を下取りに出したりと

か、それから、公募した後の活用、利活用を考えるときに仮に、消防庁から

開発途上国、特に東南アジアを含めて開発途上などに送りたいという要望が

あった場合には、無償で提供するという考えはないかお聞きします。 

○笹原議長 木場町長。 

○木場町長 困っている国を助けるっていう意味では、応援したいという気持ちは思っ

ております。ただ、町の財産っていうことを考えれば私が１人で決めるって

いうのもどうかなというふうに考えますので、そういう事態が発生した場合

にはまた皆さんに、相談したいというふうに考えております。 

○笹原議長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 討論なしと認めます。これから、議案第 31号、令和３年度消防自動車購入

契約の締結についてを採決します。お諮りします。議案第 31 号は、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、議案第 31号、令和３年度消防ポンプ自

動車購入契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 日程第 11 選挙第 6号 
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○笹原議長 日程第 11、選挙第６号。選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。お

諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第２項の規定によ

って、指名推選としたいと思います。ご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定しました。お諮りします。指名の方法については、議長が指名することに

したいと思います。ご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。

選挙管理委員には、渡瀬博夫氏、壱崎紀男氏、瀬戸初氏、濱崎昭雄氏、以上

の方を指名します。お諮りします。ただいま議長が指名いたしました方を選

挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました、渡瀬博夫氏、

壱崎紀男氏、瀬戸初氏、濱崎昭雄氏、以上の方が選挙管理委員に当選されま

した。 

次に、選挙管理委員補充員の指名を行います。選挙管理委員補充員には、

日高公氏、窪和人氏、鮫島 幸氏、中村貢氏、以上の方を指名します。お諮

りします。ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました、日高公氏、 

窪和人氏、鮫島 幸氏、中村貢氏以上の方が、選挙管理委員補充員に当選

されました。 

次に、補充の順序についてお諮りします。補充の順序は、ただいま議長が

指名しました順序にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって補充の順序は、ただいま議長が指名した、

委員長に決定しました。 

 日程第 12 発議第１号 

○笹原議長 日程第 12、発議第１号錦江町議会改革推進会議調査特別委員会設置に関する

決議についてを議題とします。本案について、提出者の趣旨説明を求めます。

５番、浪瀨君。 

〇５番浪瀨

議員 

はい。 
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 （５番 浪瀨議員 登壇） 

○５番浪瀨

議員 

皆様、お疲れさまでございます。発議第１号、錦江町議会改革推進会議調

査特別委員会設置に関する決議について趣旨説明を申し上げます。 

錦江町議会では、平成 25年３月議会において、議会基本条例を制定をいた

しました。本町議会において、この議会基本条例を議会運営の基本規範とし

て位置づけ、開かれた議会、町民参加の議会、存在感のある議会、信頼され

る議会を築くことを目的として議会改革に継続的に取り組んでいくために引

き続き、本特別委員会を設置するものであります。名称につきましては、錦

江町議会改革推進会議調査特別委員会とします。設置の根拠は、地方自治法

第 109条及び錦江町議会委員会条例第６条の規定によります。設置の目的は、

議会改革に継続的に取り組むための調査を行うためであります。委員の定数

は、議長除く全議員であります。 

なお、閉会中の継続審査につきましては、委員長からの申し出が原則であ

りますが、錦江町議会改革推進会議調査特別委員会は、設置と同時に、調査

が終了するまで、閉会中も継続して調査等をすることができることとします。

議員の皆様の賛同をよろしくお願いをいたします。 

 （５番 浪瀨議員 降壇） 

○笹原議長 それから、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 討論なしと認めます。これから、発議第１号錦江町議会改革推進会議調査

特別委員会設置に関する決議についてを採決します。お諮りします。発議第

１号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （なしと呼ぶ者あり） 

○笹原議長 異議なしと認めます。したがって、発議第１号錦江町議会改革推進会議調

査特別委員会設置に関する決議については、原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は全部終了しました。次の本会議は１３日日曜日、一般質

問の予定でありますので申し添えておきます。本日はこれで散会します。 

 11：58 散会 

 


